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新潟県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第31号 

新潟県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則 

第１条 新潟県住民基本台帳法施行細則（平成14年新潟県規則第139号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という｡)に対応する次の表

の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正後表」という｡)が存在する場合には当該

改正表を当該改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存在しない場合には当該改正表を削る。 

改 正 後 改 正 前 

  
  

（本人確認情報及び附票本人確認情報の開示請求

手続） 

第３条 法第30条の32第１項（法第30条の44の12に

おいて準用する場合を含む｡)の規定による本人確

認情報又は附票本人確認情報の開示の請求（以下

「開示請求」という｡)は、別記第１号様式により

行うものとする。 

２ （略） 

３ 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示

請求に係る本人確認情報若しくは附票本人確認情

報の本人又はその法定代理人であることを証明す

るために必要な書類を提出し、又は提示しなけれ

ばならない。 

４ （略） 

 

（本人確認情報及び附票本人確認情報の開示の方

法） 

第４条 法第30条の32第２項（法第30条の44の12に

おいて準用する場合を含む。次項において同じ｡)

の規定による書面による本人確認情報又は附票本

人確認情報の開示は、印字装置により出力したも

のの交付により行うものとする。 

２ 法第30条の32第２項ただし書の規定による書面

以外の方法による開示は、本人確認情報又は附票

本人確認情報が表示された出力装置の画面の閲覧

により行うものとする。 

 

（本人確認情報及び附票本人確認情報の訂正等の

申出手続） 

第７条 法第30条の35（法第30条の44の12において

準用する場合を含む｡)の規定による開示に係る本

人確認情報若しくは附票本人確認情報の内容の全

部又は一部の訂正、追加又は削除の申出（以下「訂

正等の申出」という｡)は、別記第２号様式により

行うものとする。 

２・３ （略） 

 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

（本人確認情報の開示請求手続） 

 

第３条 法第30条の32第１項の規定による本人確認

情報の開示の請求（以下「開示請求」という｡)は、

別記第１号様式により行うものとする。 

 

 

２ （略） 

３ 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示

請求に係る本人確認情報の本人又はその法定代理

人であることを証明するために必要な書類を提出

し、又は提示しなければならない。 

 

４ （略） 

 

（本人確認情報の開示の方法） 

 

第４条 法第30条の32第２項の規定による書面によ

る本人確認情報の開示は、印字装置により出力し

たものの交付により行うものとする。 

 

 

２ 法第30条の32第２項ただし書の規定による書面

以外の方法による開示は、本人確認情報が表示さ

れた出力装置の画面の閲覧により行うものとする。 

 

 

（本人確認情報の訂正等の申出手続） 

 

第７条 法第30条の35の規定による開示に係る本人

確認情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は

削除の申出（以下「訂正等の申出」という｡)は、

別記第２号様式により行うものとする。 

 

 

２・３ （略） 

 

別記 

第１号様式（第３条関係） 
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本人確認情報（附票本人確認情報）開示請求書 

 （略） 

  住民基本台帳法第30条の32第１項（同法第30条

の44の12において準用する場合を含む｡)の規定に

より、次のとおり開示を請求します。 

開示を請求

する情報 

１ 本人確認情報  ２ 附票

本人確認情報 

開示の方法 １ 書面の交付  ２ 画面の

閲覧 

（略） 

 注 「開示を請求する情報」及び「開示の方法」

欄は希望する番号を､｢請求者の区分」欄は該当

する番号を○で囲んでください。 

 （略） 

生年月日 （略） 

（略） 

 （略） 

（略） 

本人の生年

月日 

（略） 

（略） 

 （略） 

 

第２号様式（第７条関係） 

本人確認情報（附票本人確認情報）訂正等申出書 

 （略） 

  住民基本台帳法第30条の35（同法第30条の44の

12において準用する場合を含む｡)の規定により、

次のとおり訂正、追加又は削除を申し出ます。 

訂正等を求

める情報 

１ 本人確認情報  ２ 附票

本人確認情報 

開示を受け

た年月日 

   年   月   日 

（略） 

 注 「訂正等を求める情報」及び「訂正等を求め

る内容」欄は、該当する番号を○で囲んでくだ

さい。 

 （略）  

本人確認情報開示請求書 

 （略） 

  住民基本台帳法第30条の32第１項の規定によ

り、次のとおり本人確認情報の開示を請求します。 

 

開示の方法 １ 書面の交付  ２ 画面の

閲覧 

 

 

 

（略） 

 注 「開示の方法」欄は希望する番号を､｢請求者

の区分」欄は該当する番号を○で囲んでくださ

い。 

 （略） 

生年月日 （略） 性別  

（略） 

 （略） 

（略） 

本人の生年

月日 

（略） 本人の

性別 

 

（略） 

 （略） 

 

第２号様式（第７条関係） 

本人確認情報訂正等申出書 

 （略） 

  住民基本台帳法第30条の35の規定により、次の

とおり開示に係る本人確認情報の訂正、追加又は

削除を申し出ます。 

開示を受け

た年月日 

   年   月   日 

 

 

 

（略） 

 注 「訂正等を求める内容」欄は、該当する番号

を○で囲んでください。 

 

 （略） 
  

第２条 新潟県住民基本台帳法施行細則の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
（本人確認情報及び附票本人確認情報の開示請求

手続） 

第３条 法第30条の32第１項（法第30条の44の13に

おいて準用する場合を含む｡)の規定による本人確

認情報又は附票本人確認情報の開示の請求（以下

「開示請求」という｡)は、別記第１号様式により

行うものとする。 

（本人確認情報及び附票本人確認情報の開示請求

手続） 

第３条 法第30条の32第１項（法第30条の44の12に

おいて準用する場合を含む｡)の規定による本人確

認情報又は附票本人確認情報の開示の請求（以下

「開示請求」という｡)は、別記第１号様式により

行うものとする。 



令和６年３月29日(金) 新  潟  県  報 号 外 ２ 

4 

２～４ （略） 

 

（本人確認情報及び附票本人確認情報の開示の方

法） 

第４条 法第30条の32第２項（法第30条の44の13に

おいて準用する場合を含む。次項において同じ｡)

の規定による書面による本人確認情報又は附票本

人確認情報の開示は、印字装置により出力したも

のの交付により行うものとする。 

２ （略） 

 

（本人確認情報及び附票本人確認情報の訂正等の

申出手続） 

第７条 法第30条の35（法第30条の44の13において

準用する場合を含む｡)の規定による開示に係る本

人確認情報若しくは附票本人確認情報の内容の全

部又は一部の訂正、追加又は削除の申出（以下「訂

正等の申出」という｡)は、別記第２号様式により

行うものとする。 

２・３ （略） 

 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

本人確認情報（附票本人確認情報）開示請求書 

 （略） 

  住民基本台帳法第30条の32第１項（同法第30条

の44の13において準用する場合を含む｡)の規定に

より、次のとおり開示を請求します。 

 （略） 

 

第２号様式（第７条関係） 

本人確認情報（附票本人確認情報）訂正等申出書 

 （略） 

  住民基本台帳法第30条の35（同法第30条の44の

13において準用する場合を含む｡)の規定により、

次のとおり訂正、追加又は削除を申し出ます。 

 （略） 

２～４ （略） 

 

（本人確認情報及び附票本人確認情報の開示の方

法） 

第４条 法第30条の32第２項（法第30条の44の12に

おいて準用する場合を含む。次項において同じ｡)

の規定による書面による本人確認情報又は附票本

人確認情報の開示は、印字装置により出力したも

のの交付により行うものとする。 

２ （略） 

 

（本人確認情報及び附票本人確認情報の訂正等の

申出手続） 

第７条 法第30条の35（法第30条の44の12において

準用する場合を含む｡)の規定による開示に係る本

人確認情報若しくは附票本人確認情報の内容の全

部又は一部の訂正、追加又は削除の申出（以下「訂

正等の申出」という｡)は、別記第２号様式により

行うものとする。 

２・３ （略） 

 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

本人確認情報（附票本人確認情報）開示請求書 

 （略） 

  住民基本台帳法第30条の32第１項（同法第30条

の44の12において準用する場合を含む｡)の規定に

より、次のとおり開示を請求します。 

 （略） 

 

第２号様式（第７条関係） 

本人確認情報（附票本人確認情報）訂正等申出書 

 （略） 

  住民基本台帳法第30条の35（同法第30条の44の

12において準用する場合を含む｡)の規定により、

次のとおり訂正、追加又は削除を申し出ます。 

 （略） 
  
附 則 

 この規則中第１条の規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営

の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法

律（令和元年法律第16号）附則第１条第10号に規定する日から、第２条の規定は行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第48号）の施行の日から施行

する。 
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新潟県介護保険法関係手数料条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第32号 

新潟県介護保険法関係手数料条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県介護保険法関係手数料条例施行規則（平成19年新潟県規則第91号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  

（別表17の項の一体的に運営するために指定居宅

サービス事業者の指定を併せて受けようとする者） 

第３条 条例別表17の項に規定する一体的に運営す

るために、指定居宅サービス事業者の指定を併せ

て受けようとする者は、受けようとする指定介護

予防サービス事業者の指定に係る介護予防サービ

ス事業と、前条の表の左欄に掲げる当該事業に係

る介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表

の右欄に掲げる居宅サービスを行う居宅サービス

事業を一体的に運営するために、指定居宅サービ

ス事業者の指定を併せて受けようとする者とする。 

 

（別表17の項第２号の一体的に運営しようとする

場合） 

第４条 条例別表17の項第２号に規定する一体的に

運営しようとする場合は、指定居宅サービス事業

者の指定に係る居宅サービス事業と、第２条の表

の右欄に掲げる当該事業に係る居宅サービスの種

類に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる介護予防

サービスを行う介護予防サービス事業を一体的に

運営しようとする場合とする。 

 

（別表18の項の一体的に運営する者） 

第５条 条例別表18の項に規定する一体的に運営す

る者は、受けようとする指定介護予防サービス事

業者の指定の更新に係る介護予防サービス事業と、

第２条の表の左欄に掲げる当該事業に係る介護予

防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる居宅サービスを行う居宅サービス事業を一

体的に運営する者とする。 

 

（別表19の項の規則で定める介護サービス） 

第６条 条例別表19の項の規則で定める介護サービ

スは、次の表の左欄に掲げる施設サービスの区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる介護サービ

スとする。 

施設サービス 介護サービス 

（略） 
 

（別表19の項の一体的に運営するために指定居宅

サービス事業者の指定を併せて受けようとする者） 

第３条 条例別表19の項に規定する一体的に運営す

るために、指定居宅サービス事業者の指定を併せ

て受けようとする者は、受けようとする指定介護

予防サービス事業者の指定に係る介護予防サービ

ス事業と、前条の表の左欄に掲げる当該事業に係

る介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表

の右欄に掲げる居宅サービスを行う居宅サービス

事業を一体的に運営するために、指定居宅サービ

ス事業者の指定を併せて受けようとする者とする。 

 

（別表19の項第２号の一体的に運営しようとする

場合） 

第４条 条例別表19の項第２号に規定する一体的に

運営しようとする場合は、指定居宅サービス事業

者の指定に係る居宅サービス事業と、第２条の表

の右欄に掲げる当該事業に係る居宅サービスの種

類に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる介護予防

サービスを行う介護予防サービス事業を一体的に

運営しようとする場合とする。 

 

（別表20の項の一体的に運営する者） 

第５条 条例別表20の項に規定する一体的に運営す

る者は、受けようとする指定介護予防サービス事

業者の指定の更新に係る介護予防サービス事業と、

第２条の表の左欄に掲げる当該事業に係る介護予

防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる居宅サービスを行う居宅サービス事業を一

体的に運営する者とする。 

 

（別表21の項の規則で定める介護サービス） 

第６条 条例別表21の項の規則で定める介護サービ

スは、次の表の左欄に掲げる施設サービスの区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる介護サービ

スとする。 

施設サービス 介護サービス 

（略） 

介護療養施設サ

ービス 

短期入所療養介護 介護予防

短期入所療養介護 
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附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。 

令和６年３月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第33号 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

（新潟県職員職務発明規則の一部改正） 

第１条 新潟県職員職務発明規則（昭和40年新潟県規則第28号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) （略） 

(2) 所属長 新潟県行政組織規則（昭和35年新潟

県規則第８号）第169条第１項に規定する課長

又は同規則第４条に規定する地域機関（保健所、

福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談

所、知的障害者更生相談所、女性相談支援セン

ター、あかしや寮、労働相談所及び農業普及指

導センターを除く｡)の長をいう。 

(3)・(4) （略） 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) （略） 

(2) 所属長 新潟県行政組織規則（昭和35年新潟

県規則第８号）第169条第１項に規定する課長

又は同規則第４条に規定する地域機関（保健所、

福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談

所、知的障害者更生相談所、女性福祉相談所、

あかしや寮、労働相談所及び農業普及指導セン

ターを除く｡)の長をいう。 

(3)・(4) （略） 

（新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和45年新潟県規則第

９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（休業補償を行わない場合） 

第７条の２ 条例第８条ただし書の規則で定める場

合は、次に掲げる場合とする。 

(1) （略） 

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少

年院又は救護院に送致され、収容されている場

合 

（休業補償を行わない場合） 

第７条の２ 条例第８条ただし書の規則で定める場

合は、次に掲げる場合とする。 

(1) （略） 

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少

年院若しくは救護院に送致され、収容されてい

る場合又は売春防止法（昭和31年法律第118号）

第17条の規定による補導処分として婦人補導院

に収容されている場合 

（新潟県公有財産事務取扱規則の一部改正） 

第３条 新潟県公有財産事務取扱規則（昭和48年新潟県規則第20号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

  （用語の意義） 

第２条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 課長等 部局の所管する財産を直接事務又は

事業の用に供する各課（室その他課に準ずるも

のを含む｡)の長、地域機関（保健所、福祉事務

所、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的

（用語の意義） 

第２条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 課長等 部局の所管する財産を直接事務又は

事業の用に供する各課（室その他課に準ずるも

のを含む｡)の長、地域機関（保健所、福祉事務

所、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的
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障害者更生相談所、女性相談支援センター、あ

かしや寮、労働相談所及び農業普及指導センタ

ーを除く。以下同じ｡)、出先機関及び教育機関

（以下「地域機関等」という｡)の長（支所、分

所、分館、センター、支場等の長を含む｡)、各

県立学校長（分校主任を含む｡)並びに各警察署

長をいう。 

(4)～(8) （略） 

障害者更生相談所、女性福祉相談所、あかしや

寮、労働相談所及び農業普及指導センターを除

く。以下同じ｡)、出先機関及び教育機関（以下

「地域機関等」という｡)の長（支所、分所、分

館、センター、支場等の長を含む｡)、各県立学

校長（分校主任を含む｡)並びに各警察署長をい

う。 

(4)～(8) （略） 

  （新潟県宿舎管理規則の一部改正） 

第４条 新潟県宿舎管理規則（昭和48年新潟県規則第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（宿舎の種類） 

第３条 宿舎を分けて、次の２種類とする。 

(1) 公舎 議会議長、知事、副知事並びに部局長

（これらに相当する職を含む｡)、本庁の課長、

地域機関の長（保健所長、福祉事務所長、児童

相談所長、身体障害者更生相談所長、知的障害

者更生相談所長、女性相談支援センター所長、

あかしや寮長、労働相談所長及び農業普及指導

センター所長を除く。以下同じ｡)、地域振興局

の部長及び所長（児童・障害者相談センター所

長、新潟港湾事務所長、津川地区振興事務所長、

妙高砂防事務所長及び直江津港湾事務所長に限

る。以下同じ｡)、出先機関の長、教育機関の長、

県立学校長、警察署長並びに別に定める者の居

住の用に供する宿舎 

(2) （略） 

２ （略） 

（宿舎の種類） 

第３条 宿舎を分けて、次の２種類とする。 

(1) 公舎 議会議長、知事、副知事並びに部局長

（これらに相当する職を含む｡)、本庁の課長、

地域機関の長（保健所長、福祉事務所長、児童

相談所長、身体障害者更生相談所長、知的障害

者更生相談所長、女性福祉相談所長、あかしや

寮長、労働相談所長及び農業普及指導センター

所長を除く。以下同じ｡)、地域振興局の部長及

び所長（児童・障害者相談センター所長、新潟

港湾事務所長、津川地区振興事務所長、妙高砂

防事務所長及び直江津港湾事務所長に限る。以

下同じ｡)、出先機関の長、教育機関の長、県立

学校長、警察署長並びに別に定める者の居住の

用に供する宿舎 

(2) （略） 

２ （略） 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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新潟県起業化支援・交流拠点施設規則を廃止する規則をここに公布する。 

令和６年３月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第34号 

新潟県起業化支援・交流拠点施設規則を廃止する規則 

新潟県起業化支援・交流拠点施設規則（平成15年新潟県規則第42号）は、廃止する。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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新潟県文化審議会規則をここに公布する。 

令和６年３月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第35号 

新潟県文化審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新潟県文化振興条例（令和６年新潟県条例第29号）第７条第４項の規定に基づき、新潟県

文化審議会（以下「審議会」という｡)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （委嘱） 

第２条 委員は、文化に関して識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。 

 （委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （臨時委員） 

第４条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、その事項について学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その意見又は説明を聴

くことができる。 

 （部会） 

第７条 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、観光文化スポーツ部文化課において行う。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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新潟県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第36号 

新潟県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則 

 新潟県収入証紙条例施行規則（昭和57年新潟県規則第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「移動別表号」という｡)に対応する次

の表の改正後の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「移動後別表号」という｡)が存在する場合

には当該移動別表号を当該移動後別表号とし、移動別表号に対応する移動後別表号が存在しない場合には当該移

動別表号（以下「削除別表号」という｡)を削り、移動後別表号に対応する移動別表号が存在しない場合には当該

移動後別表号（以下「追加別表号」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の号の表示及び削除別表号を除く。以下「改正部分」という｡)

を当該改正部分に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の号の表示及び追加別表号を除く｡)

に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第２条関係） 

(1)～(204)の５ （略） 

 

 

 

 

(204)の６ （略） 

(204)の７ （略） 

(205)～(493)の３ （略） 

(493)の４ 敷地等と道路との関係又は道路内の

建築制限の規定の適用を受けない既存建築物の

大規模の修繕又は大規模の模様替の認定申請手

数料 

(493)の５ （略） 

(493)の６ （略） 

(494)～(569) （略） 

(570) 削除 

(571) 警備業認定の有効期間の更新申請手数料 

 

(572) 削除 

(573)～(582) （略） 

 

 

 

 

 

 

(583) （略） 

別表（第２条関係） 

(1)～(204)の５ （略） 

(204)の６ 指定介護療養型医療施設指定更新手

数料 

(204)の７ 指定介護療養型医療施設指定変更手

数料 

(204)の８ （略） 

(204)の９ （略） 

(205)～(493)の３ （略） 

 

 

 

 

(493)の４ （略） 

(493)の５ （略） 

(494)～(569) （略） 

(570) 警備業認定証再交付申請手数料 

(571) 警備業認定証の有効期間の更新申請手数

料 

(572) 警備業認定証書換え申請手数料 

(573)～(582) （略） 

(583) 自動車運転代行業認定証再交付申請手数

料 

(584) 自動車運転代行業認定証書換え申請手数

料 

(584)の２ 探偵業届出証明書交付手数料 

(584)の３ 探偵業届出証明書再交付手数料 

(585) （略） 
  

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

公安委員会規則 
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新潟県公安委員会規則第９号 

新潟県警察職員の定員の部内配分に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和６年３月29日 

新潟県公安委員会 

   委員長  山 田  知 治 

新潟県警察職員の定員の部内配分に関する規則の一部を改正する規則 

新潟県警察職員の定員の部内配分に関する規則（昭和58年新潟県公安委員会規則第４号）の一部を次のように

改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

 警    察    官 

警察官以外

の職員 
合 計

 

警 視 警 部   

警部補（巡

査部長を含

む｡) 

巡 査 小 計 

警 察 本 部 75 131 786 223 1,215 450 1,665 

警 察 学 校 1 2 16 2 21 3 24 

警 察 署 57 152 1,641 978 2,828 134 2,962 

初 任 科 生    150 150  150 

合 計 133 285 2,443 1,353 4,214 587 4,801 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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